
No 回答日 質問 回答

1 R6.12.11

浸水想定区域の該当エリアでの想定される最大浸水深はどの程度か。 該当エリアで想定される浸水深区分は、「ふくしまeマップ～福島市地理情報シ
ステム～」や各災害ハザードマップで確認してください。
・ふくしまeマップ（https://www.city.fukushima.fukushima.jp/d-
kikaku/shise/fukushimaemap.html）
・各災害ハザードマップ
（https://www.city.fukushima.fukushima.jp/bosai/bosaikiki/hazard/index.
html）

2 R6.12.11

建築基準法や市の条例に基づき浸水対策としてどのような対応が求められるの
か。

本公募では、浸水深に対する対策を講じた場合であっても、公募要項「１１留意
事項」に記載のとおり、浸水想定区域等に指定されている地区への施設整備は、
募集の対象外です。
なお、建築物の建築にあたっては、建築基準法や都市計画法等の関係法令を遵守
し、施設運営にあたっては、公募要項「５設置基準等の遵守について」のとおり
必要な基準をすべて満たす計画としてください。

3 R7.1.16

各災害ハザードマップ作成時は、応募計画地が水田で地盤が道路より低かったた
め、ハザード区域に認定されたが、その後その認定された浸水深度より高く盛土
されていた場合は、応募可能か。

本公募では、各災害ハザードマップ公表後に、盛土等による浸水深度に対する対
策を講じた場合であっても、公表されている各災害ハザードマップにて、浸水想
定区域等に指定されている地区への施設整備は、募集の対象外です。
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施設整備運営事業者　公募要項に関する質問書への回答


